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はじめに 

本マニュアルは、「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の電子申請を行う方法を説明し

た資料です。 

※ 本マニュアルに掲載されているシステム画面および画面上の表記（項目等）は、 

マニュアル作成上の仮データですので、実際の画面表記に従って入力してください。 

 

推奨ブラウザ 

本システムを快適にご利用いただくため、以下のブラウザのご利用を推奨いたします。 

Firefox、Google Chrome、Microsoft Edge 

 

※ Internet Explorer11 はサポートの終了にご注意ください。 

※ 本システムを制作した令和７年１２月２６日時点における推奨環境を引き継ぎます。 

※ 各ブラウザの最新版をご利用ください。 

※ スマートフォン、タブレットはサポート対象外です。 

 

使用上の注意 

• 締切日直前はサポートセンターの電話、システムが混雑することが想定されますので、余裕をもって申

請登録を行ってください。 
 

• ログイン後、画面上のボタンを操作しない状態が２０分続いた場合、電子申請システムとの接続が中断

され、その時点での保存されていない入力情報が破棄されます。 
 

• 前の画面に戻りたいときは、ブラウザの「戻る」ボタン（「←」のような矢印ボタン）は使わず、電子申請

ページの上下にある「戻る」ボタンを使って、メイン画面に戻ってください。 
 

• 添付ファイルは PDF 形式のファイルのみとなります。PDF については、P.60 に記載されている「 【参考】 

電子申請システムに登録（添付）するファイルについて」をご覧になったうえで、PDF ファイルを作成し、保

存してください。 
 

• 令和８年１月３０日（金）１７時までに電子申請が完了した場合に正式な申請として受け付けられ

ます。 
 

• 本システムでは、JavaScript を使用しています。JavaScript を無効にしている場合、正常な動作ができ

ない箇所がありますのでご了承ください。 
 

• 本システムでは cookie を使用しています。cookie を無効にしている場合、利用できませんのでご了承く

ださい。 
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電子申請システムのボタンや操作マニュアルについて 

 

 

入力の途中で中断したい場合は、「一時保存」ボタンを押して、入力内容を保存してください。 

 

「一時保存」を押さずに画面を閉じると入力内容は全て失われますので、ご注意ください。 

 

 

 

<入力ページ> 

入力された内容のチェックを開始し、不備がなければ、 

確認ページへ移動します。 

<確認ページ> 

画面上に表示された内容をシステムに登録します。 

 入力された内容を保存します。 

※ 不備がある状態でも保存できます。 

 
メインページに移動します。 

 
入力画面に移動します。 

 

 

 

本マニュアルに掲載されているシステム画面および画面上の表記（項目等）は、マニュアル作成上の仮デ

ータですので、実際の画面表記に従って入力してください。 

 

 

 

 
「手順○」マークは、システム操作の順番を示しています。 

 「ポイント」マークは、機能の説明などを示しています。 

 
「重要」マークは、特に重要な説明になりますので、必ず確認してくだ

さい。 

 対象類型、事業類型で異なった表示をする項目は「参考」マークに

て示しています。 

  

電子申請システム上のボタンについて 

操作マニュアル上の画面イメージについて 

操作マニュアルのマークについて 

手順● 

参 考 
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電子申請の流れ 

電子申請は以下の 4 つのステップで実施します。 

 

 

⚫ 以下のＧビズＩＤサイトにて、ＧビズＩＤプライムの取得（申請）を行ってください。 

  （既に G ビズＩＤプライムを取得済みの場合は、登録不要です。） 

 

https://gbiz-id.go.jp/top/index.html 

 

※ G ビズ ID エントリーでは、電子申請システムをご利用いただくことはできません。 

 

 

 

⚫ ものづくり補助金総合サイトの「電子申請システム」ページから、「電子申請システムログインページへ」を

選択する。または直接ログインページへの URL（https://www.r1mono-denshi.jp/）を指定しま

す。 

⚫ 「ログイン」画面で「ＧビズＩＤプライムでログイン」を選択し、取得済みのＧビズＩＤプライムを使用して

ログインしてください。 

 

 

 

⚫ ログイン後、 「申請ＴＯＰ」画面の「申請はこちら」から入力を開始します。 

⚫ 応募者のプロフィールとして応募者の概要、事業内容、経費・資金調達内訳などを入力後、必要書類

（電子ファイル）の添付を行います。 

 

※ 電子申請システムにおいて、入力内容の形式不備などのチェックを自動的に行います。 

 

 

 

⚫ 入力内容に形式不備やエラーがなくなり、全ての項目の「作成状況」が「作成済」となった後、各誓約に

同意のうえ、「申請」ボタンをクリックし、申請内容を送信してください。 

 

※ 一度申請（送信）した内容は変更できませんので、「申請」ボタンをクリックする前に十分確認してくだ

さい。 

※ 申請内容に不備等があった場合には、後日事務局から修正を依頼する場合があります。 

  

１．ＧビズＩＤプライムの取得 

２．電子申請システムにログイン 

３．電子申請システムにて申請を開始し、申請内容を入力 

４．申請内容を送信 

ＧビズＩＤプライム 

の取得 

① 

電子申請システムに 

ログイン 

 

② 

申請内容の入力 
③ 

申請内容の送信 
④ 

https://gbiz-id.go.jp/top/index.html
https://www.r1mono-denshi.jp/


4 

１．ＧビズＩＤプライムの取得 

1-1 ＧビズＩＤプライムの取得申請 

G ビズＩＤとは、１つの ID・パスワードで様々な行政サービスに 

ログインできるサービスです。 

 

まず、はじめに「gBizID」のサイトから、G ビズＩＤプライムの取得申請を行います。 

（既に G ビズＩＤプライムを取得済みの場合は、登録不要です。） 

 

gBizID のトップページの URL 

https://gbiz-id.go.jp/top/ 
 

マニュアルや紹介動画を参考に、ＧビズＩＤプライムの取得申請を完了させてください。 

→ＵＲＬ：https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 

 

 

  

 ＧビズＩＤプライム 

の取得 
③ ④ ② 

① 

ＧビズＩＤプライムの申請方法を選択 

  ・書類輸送申請 

  ・オンライン申請 

https://gbiz-id.go.jp/top/
https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
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１．ＧビズＩＤプライムの取得 

1-2 ＧビズＩＤプライムの取得申請完了 

「ＧビズＩＤクイックマニュアル gBizID プライム編」の手順に従い、ＧビズＩＤプライムの申請を 

完了します。 

 

→ＵＲＬ：https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html 

 

 

 

申請に不備がなければ、原則 2 週間以内に、「gBizID プライム登録申請の承認のお知らせ」メールが 

到着します。 

 

お知らせメール到着後、最終手順の「パスワードの設定」まで完了すると、ＧビズＩＤプライムの作成は 

完了です。 

 

 

  

 手順に沿って、G ビズＩＤの申請書を作成してください。 

 ＧビズＩＤプライム 

の取得 
③ ④ ② 

① 

https://gbiz-id.go.jp/top/manual/manual.html
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２．電子申請システムにログイン 

2-1 電子申請システムサイト 

ＧビズＩＤプライムを取得が完了したら、以下の URL から、電子申請システムにログインします。 

 

電子申請システムのＵＲＬ 

https://www.r1mono-denshi.jp/ 

 

  

 電子申請システムに 

ログイン 
③ ④ ① 

② 

https://www.r1mono-denshi.jp/
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３．申請内容の入力 

3-1 ＧビズＩＤのログイン画面 

電子申請システムのログイン画面の「ＧビズＩＤプライムでログイン」を選択し、ＧビズＩＤのログイン画面

に移動します。 

 

 

 

ＧビズＩＤのログイン画面で、「1．ＧビズＩＤプライムの作成」で作成したＧビズＩＤプライムのアカウン

トＩＤ、パスワードを入力します。 

 

 

「gBizID プライム登録申請の承認のお知らせ」メールが到着していない場合、 

登録が完了していないため、ログインできません。 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

「ＧビズＩＤプライムでログイン」を 

クリック 

手順 1 

 「1．ＧビズＩＤプライムの取得」で 

作成したＧビズＩＤプライムの情報を入力し、

「ログイン」をクリック 

手順 2 
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３．申請内容の入力 

3-2 ＧビズＩＤの認証方法選択画面 

ＧビズＩＤのログイン後、ＧビズＩＤの認証方法選択画面で、「アプリ認証を行う」をクリックし、アプリ認

証を行います。 

 

 

 

 

 

 

  

 「アプリ認証を行う」をクリックし、

アプリ認証を行う。 

手順 3 

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 
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３．申請内容の入力 

3-3 申請ＴＯＰ画面 

ＧビズＩＤプライムでのログインが成功すると、現在有効な公募締切回へのリンクと登録済みのＧビズＩ

Ｄの情報が表示されます。 

 

申請対象の「申請はこちら」をクリックし、申請のメインページに移動します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 登録済みのＧビズＩＤの情報が 

表示されます。 

 申請する枠を最初に選択します。 

 申請対象の「申請はこちら」をクリック 

手順 4 

 

「申請ステータス」の初期状態は、[未申請]となっています。 

申請を開始すると、[申請準備中]となり、申請が完了する

と、[申請済み]に自動的に変更されます。 

申請を開始すると、選択した申請枠名が表示されます。 

参 考 

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 
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３．申請内容の入力 

3-4 事前の誓約・同意事項 

初回の申請開始時、事前の誓約・同意事項ウィンドウが表示されます。 

各項目を十分に確認のうえでチェックを入れ、「申請開始」をクリックしてください。 

 

 

  

申請にあたり誓約・同意が必要となる１～９の各項

目を十分に確認のうえ、チェックしてください。 

すべての項目にチェックすると、「申請開始」がクリック

可能になります。 

「リンク先」をクリックすると、 

別ウィンドウで内容を確認できます。 

 すべての項目にチェックを入れ、 

 「申請開始」をクリック 

手順 5 

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

「補助事業の目的」、「補助対象者」、「補助対象事

業」のそれぞれをクリックすると、別ウィンドウでそれらの内

容を確認できます。 

「みなし大企業」をクリックすると、 

別ウィンドウでその内容を確認できます。 
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３．申請内容の入力 

3-5 申請メイン画面 

電子申請システムのメイン画面の説明です。 

「Ａ．申請の入力」を「応募者の概要１」、 「常時使用する従業員の申告」から順に登録後、登録内容に

応じて必要となる提出書類を「Ｂ．提出書類添付」 に登録していきます。 

 

  

 「Ａ．申請の入力」は上から順に申請内容を 

入力します。 

※ 各項目ごとに入力が終わると「作成状況」は 

「作成済」となります。 

まず、「応募者の概要１」～「実績説明」

を、順次入力します。 

手順 6 

「Ａ．申請の入力」を登録後、その内容に応じて 

「Ｂ．提出書類添付」の登録が可能となります。 

「A.申請の入力」が終わると「B.提出書類添付」、 

「B.提出書類添付」が終わると「C 確認・誓約・申請」、 

というように進むことができます。 

「事業内容」～「経費明細表、資金調達内訳」は

相互に連動している箇所があります。 

上記の内容に応じた加点項目について、

こちらで登録します。 

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 
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３．申請内容の入力 

3-6 応募者の概要１ 

 「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要１」（企業情報の詳細）を入力します。 

 

 

 

  

再生事業者としての申請を希望する場合は、

チェックしてください。 

（製品・サービス高付加価値化枠において 

補助率２/３となるなどの優遇があります。） 

 

 

「事業の実施場所は確定している」

場合にチェックします。 

応募時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)

を有していることが必要です。  

また採択後、交付申請時に補助事業実施場所を

変更することは原則認められていません。(公募要領

P.7) 

商号又は名称など、G ビズ ID で登録している 

情報は、本画面で修正できません。 

こちらにチェックして入力を進めた場合、後から戻

ってチェックを外すと、既にセットされた補助率等

に不整合が生じます。修正しない限り申請完了

ができませんのでご注意ください。 

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

再生事業者として申請をする場合、最低賃金引

上げに係る補助率引上げの特例の併願申請は

できませんのでご注意ください。 
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３．申請内容の入力 

3-6 応募者の概要１ 

「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要１」（企業情報の詳細）を入力します。 

 

 

 

  
 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 7 

必須項目の入力を全て終えていない場合は、「一時保存」

をクリックすると、入力された項目のみ登録できます。 

「戻る」をクリックすると、メイン画面に移動します。 

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

「事業者自身もしくは勤務実態のある

役員・従業員である」場合にチェックし

ます。 
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３．申請内容の入力 

3-6 応募者の概要１ ※<確認> 

「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要１」（企業情報の詳細）の入力内容を確認し登録します。 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 「編集に戻る」を押すと、前の入力ページ

に移動できます。 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 8 
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３．申請内容の入力 

3-7 常時使用する従業員の申告 

「Ａ．申請の入力」の「常時使用する従業員の申告」を入力します。 

 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

応募申請時点の常時使用する従業員数 

(公募要領 P.7)を申告してください。 

日本標準産業分類における自社の業種を選択してくだ

さい。(公募要領 P.7) 

小規模企業者・小規模事業者にチェックした場合のみ、

選択可能です。 

特定非営利活動法人、社会福祉法人、または主たる

業種で「別紙２ 業種分類について」の小規模企業者・

小規模事業者を選択している場合は表示されません。 

小規模企業者・小規模事業者で、

補助率２/３を希望する場合はチェッ

クしてください。 

入力内容を確認し、「登録」をクリック 

※ 必ず全ての項目を入力してください。 

手順 9 

申告する従業員数が労働基準法に基づく労働者名簿の人数

と乖離する場合、その理由を入力してください。 

小規模企業者・小規模事業者として申請をする

場合、最低賃金引上げに係る補助率引上げの

特例の併願申請はできませんのでご注意くださ

い。 
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３．申請内容の入力 

3-7 常時使用する従業員の申告 ※<確認> 

「Ａ．申請の入力」の「労働者名簿」の入力内容を確認し登録します。 

 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順１0 
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３．申請内容の入力 

3-8 応募者の概要２（経営状況） 

「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要２」のうち、株主等一覧表と役員一覧表を入力します。 

 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

株主の「分類」について、以下の１０項目から選択

を行います。間違いのないよう申告してください。 
  ・大企業・みなし大企業である 

  ・自治体等の公的機関である 

  ・海外の大企業である 

  ・もの補助の対象とならない事業者である 

  ・事業承継会社である 

  ・事業承継会社が株式を保有する法人である 

  ・中小企業投資育成株式会社である 

  ・投資事業有限責任組合である 

  ・個人である 

  ・上記に当てはまらない 

「兼務先の会社名」を入力した場合、「兼務先の分

類」について、以下の１０項目から選択を行います。間

違いのないよう申告してください。 
  ・大企業・みなし大企業である 

  ・自治体等の公的機関である 

  ・海外の大企業である 

  ・もの補助の対象とならない事業者である 

  ・事業承継会社である 

  ・事業承継会社が株式を保有する法人である 

  ・中小企業投資育成株式会社である 

  ・投資事業有限責任組合である 

  ・個人である 

  ・上記に当てはまらない 
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３．申請内容の入力 

3-8 応募者の概要２（経営状況） 

「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要２」のうち、経営状況表を入力します。 

 

 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

確定している決算がある場合に、必ず、 

決算書等を基に「実績値」を入力してください。 

 確認してチェックしてください。 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 11 

役員数、従業員数は、期末の在籍人数を入力し

てください。 
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３．申請内容の入力 

3-8 応募者の概要２（経営状況） ※<確認> 

「Ａ．申請の入力」の「応募者の概要２」の入力内容を確認し登録します。 

 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 



20 

３．申請内容の入力 

3-8 応募者の概要２（経営状況） ※<確認> 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 12 
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３．申請内容の入力 

3-9 実績説明 

「Ａ．申請の入力」の「実績説明」（補助金又は委託費の交付を受けた実績）を入力します。 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

これまでに補助金又は委託費の交付を受けた、あるいは応募

した実績（直近１０件）を、必ず、全て入力してください。 

複数の実績を登録する場合は、 

「追加」をクリックし登録してください。 

追加した実績入力欄ごと削除する場合は

「削除」をクリックしてください。 

「これまでに交付を受けた」「応募した」ものについて、漏れなく申告

してください。今回応募する事業が、それらの事業との重複を含ん

でいない事業計画になっている必要がありますので、十分に良く

確認してください。 

申告漏れがあった場合には不採択となる場合があります。 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 13 

補助金名で「99 その他」を選択した場合は、

名称を入力してください。 

事業主体で「99 その他」を選択した場合は、

名称を入力してください。 
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３．申請内容の入力 

3-9 実績説明 ※<確認> 

「Ａ．申請の入力」の「実績説明」（補助金又は委託費の交付を受けた実績）の入力内容を確認し、

登録します。 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 14 

実績なし(未入力)の場合には、「実績なし」の確認画面が表示されます。 

これまでに交付を受けた補助金及び委託費の実績(申請中を含む)につい

ては、必ず、説明が必要です。 

本当になければ、「登録」をクリックして次に進んでください。 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 

「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、各申請枠の要件を入力します。 

申請枠によって表示される項目が異なります。各申請枠の要件を、正しく選択してください。 

 

製品・サービス高付加価値化枠の場合 

 

 

グローバル枠の場合 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

グローバル枠の場合は、該当する海外事業を選択してください。 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 

「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、事業計画名等を入力します。 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

４つの中で経費が一番大きいものをチェックし、 

単価で５０万円以上となる機械装置・システム

の名称（メーカー名、型式を含む）を全て入力

してください。 

製品・サービス高付加価値化枠の場合のみ表示されます。 

該当する場合は、チェックのうえ、イ～ハを事業計画書の 

「補助事業の実施体制」において明記してください。 

事業の分野について、以下の 4 つから選択を行います。 

・新商品（試作品）開発 

・新たな生産方式の導入 

・新役務（サービス）の開発 

・新たな提供方式の導入 

※事業分野の選択は、事業計画内容に基づく主観で結構です。 

※製品・サービス高付加価値化枠の場合は、新商品(試作品)

開発もしくは新役務(サービス)の開発のいずれかです。事業計画

内容が合致しているか良く確認してください。 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 

「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、会社全体の事業計画等を入力します。 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

特例を希望する場合にチェックしてください。 

「エラーチェック」により登録前に 

エラーの有無を確認できます。 

３年の計画であれば４年後、５年後

のチェックを外してください。 

４年の計画であれば５年後のチェック

を外してください。 

事業を完了し、実績報告を提出のうえで額の確定に至る 

予定年月日を入力してください。 

 

次の補助事業実施期限（実績報告提出期限）に注意して

ください。 

交付決定日から 10 か月(但し採択発表日から 12 か月) 

グローバル枠の場合は 

交付決定日から 12 か月(但し採択発表日から 14 か月) 

 

人件費及び給与支給総額については、 

『よくあるご質問』Ｑ３－６、７、９、１２で詳細をご案内していますので、ご

確認ください。 

 

なお、給与支給総額について、実績は決算書を基に確認します。 

但し、全月支給を受けた者が対象となることから、 

基準年度に実績値を入力するにあたっては、 

人の出入りが無い場合は決算書を基にした数値とし、 

人の出入りがある場合は決算書を基にした数値から入社や退社により全月

の給与等を支給してない従業員及び役員の数値を控除してください。 

後日、錯誤や虚偽・不正が認められた場合には補助金の返還となりますの

で、十分に注意して入力してください。 

スケジュールの遅れにより実際の額

の確定日が事業年度をまたぐと、

事業計画における事業年度（基

準年度を含む）を全体的に後ろに

ずらす修正が必要となります。 

その場合、目標値は変更できない

ため、達成が難しくなることが想定

されます。確かなスケジューリングと

遂行により、額の確定日が事業年

度をまたいで後ろにずれないよう十

分注意してください。 

今回の申請事業の設備投資額も

ふまえてください。 

大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例を申請

する場合、最低賃金引上げに係る補助率引上げの

特例の併願申請はできませんのでご注意ください。 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 

 

 

 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

３年、４年、５年のいずれかの会社全体の事業計画について、以下を満たす 

目標値となるよう策定してください。 

 ・付加価値額→ 年平均成長率 ＋３.０％以上 

 ・従業員及び役員それぞれの給与支給総額 

→ 年平均成長率 ＋２.０％以上（※１） 

 ・従業員及び役員それぞれの 1 人あたり給与支給総額 

→ 年平均成長率 1 人あたり給与支給総額基準値以上（※２） 

  ・事業所内最低賃金 

→ 事業実施都道府県における最低賃金＋３０円以上（※１） 

※１：【大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例】を希望する場合、 

      従業員及び役員それぞれの給与支給総額の年平均成長率を６.０%以上、 

      事業所内最低賃金は事業実施都道府県における最低賃金＋５０円以上 

※２：1 人あたり給与支給総額基準値とは 

事業実施都道府県における最低賃金の直近 5 年間の年平均成長率 

 事業実施都道府県における最低

賃金以上である必要があります。 

 事業実施場所の都道府県、及び選択した直

近年月の事業実施都道府県における最低賃金

が表示されます。 

【最低賃金引上げに係る補助率引上げの特

例】を申請する場合は、事業所内最低賃金

の目標値の入力は不要です。 

役員数は、全月分の給与等の支給を受けた人数

を入力してください。０以下とすることはできません

ので、０の場合は１を入力してください。 

従業員数は、全月分の給与等の支給を受けた人数を入力してください。パートタイム従業

員は正社員の就業時間に換算した人数となります。例えば、正社員の就業時間が 1 日 7

時間・週 35 時間の事業者において 1 日 3 時間・週 15 時間勤務のパートタイム従業員

は、0.42 人（3÷7 の小数点以下第 3 位を切捨て）としてください。 

都道府県の最低賃金が上がっていくことも踏まえて計画してください。 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 

「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、補助事業の売上高を入力します。 

 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

製品・サービス高付加価値化枠の場合、基準年

度の売上高は原則として０となります。 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 

「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、事業計画書作成支援情報を入力します。 

 

認定経営革新等支援機関や事業計画作成支援者の情報は、支援を受けた場合のみ入力が必要な項

目となります。（認定経営革新等支援機関からの認定書の取得は不要です。） 

支援を受けている場合は、必ず記入してください。 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

申請資料の作成や補助事業実施、事業化状

況報告までについて、支援を受けることがない

場合はこちらにチェックしてください。 

認定支援機関 ID を入力後、「認定支援機関名検索」をク

リックし、「認定支援機関名」欄に表示される認定支援機関

名が正しいことを確認してください。 

（表示内容で採択一覧に掲示されます。） 

※認定支援機関 ID を正しく入力しても、認定支援機関名

が表示されない場合があります。 

その場合はそのまま登録していただいて結構です。 

上記に記載した事業計画書作成支援者

が認定支援機関である場合、そのＩＤを

入力してください。 



29 

３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 

「Ａ．申請の入力」の「事業内容」のうち、従業員の仕事・子育て両立要件を入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 15 

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

従業員数が 21 人以上の場合、要件であり、入力が必要です。 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 ※<確認> 

「Ａ．申請の入力」の「事業内容」の入力内容を確認し登録します。 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

製品・サービス高付加価値化枠の場合のみ表示

されます。 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 ※<確認> 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 
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３．申請内容の入力 

3-10 事業内容 ※<確認> 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 16 
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３．申請内容の入力 

3-11 具体的取組 

「Ａ．申請の入力」の「具体的取組」を入力します。 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

すべての項目に、所定の文字数内で入力してください。 

改行、スペースは、文字数に含まれません。 

３―１．以下を記載して下さい。（事業実施期間について） 

・今回の事業は何をする事業であるか(新製品・新サービスの開発内容や海

外市場開拓内容等) 

・事業実施期間中の具体的アクション（誰が、いつ、何をするのか） 

・事業実施期間内にすることの具体的な目標・KPI、及びその達成手段。 

なお、達成手段については、必要な能力・技術力を有していること、必要な

体制(社内外の人材、専門的知見、事務処理能力等)を整えていること、

必要な資金調達が財務状況に応じて見込まれること、適切な遂行方法とス

ケジュールが組まれていること、がそれぞれ審査項目となっているため、特に明

確に示しながら説明してください。 

 

但し、設備投資内容の詳細については「４今回の事業に要する経費」に記

載してください。 

１．以下について文脈をつなぎながら記載してください。 

・市場・顧客動向を始めとした外部環境と、 

・現在の事業内容、保有する技術、経営資源(ヒト・モノ・カネ・情

報)といった内部環境とを踏まえ、 

・自身の強みと弱みを明らかにし、 

・今回どのような課題の解決を図るのか。 

１―３．以下について文脈をつなぎながら記載してください。 

・関税の影響を受けている事業について、 

・現状と課題、 

・それらを踏まえた今後の方向性について記載してください。 

１―２．以下について文脈をつなぎながら記載してください。 

・米国の追加関税措置により大きな影響を受けている場合は、 

・米国の追加関税措置の対象となっているいずれの品目のサプライ

チェーンに属する等、具体的にどのような影響があったのかを具体的

に示してください。 

２．以下について文脈をつなぎながら記載してください。 

・事業者としての経営理念、経営戦略を踏まえ、 

・どのような中長期的なビジョンの下に、 

・どのように課題を解決し、 

・どう会社全体としての事業を展開していくのか。 

・その中で今回の事業がどう位置づけられるか。 

なお、会社全体の事業計画の数値計画(表)の根拠、及び実現の道筋

の説明については、下記６、７の方で詳細を記載してください。 
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３．申請内容の入力 

3-11 具体的取組 

 

 

 

 

  

６．会社全体の事業計画の数値計画(表)の根拠、及び実現の道筋の説明として、今回の事

業を実施することにより、その後の事業計画期間(事業化段階)において、市場に対してどのような

効果あるいは課題解決につなげるのかを記載してください。 

その中で、国内における生産性向上に資するものであることを明確に示してください。 

また、今回の事業について、事業計画期間(事業化段階)における効果発揮に向けての方策

（販売方法やビジネスモデル、事業の実施体制）、スケジュール、想定している市場（ユーザー、

マーケット及び市場規模）を示してください。 

事業計画期間(事業化段階)における運転資本の調達計画があればあわせて記載してください。 

以上を説明するにあたっては、価格的・性能的な優位性、収益性、現在の市場規模・動向、

顧客ニーズの調査・検証を踏まえること、またそのうえで目標となる時期・売上規模・量産化時の

価格を示すこと等により、根拠が具体化され、実現可能性が十分示されていることが重要です。

付加価値額の増加については、その目標値の高さと実現可能性が審査項目となっています。 

５．今回の事業の新しい部分、創意工夫の部分等のアピールポイント、他者との差別化、競争優

位性について説明してください。 

説明にあたっては、今回の事業で提供する製品・サービスと競合する他社製品・サービスや代替製

品・サービスに関する分析、及び自身の保有する技術等の強みをどう活用するかを踏まえてください。 

特に、製品・サービス高付加価値化枠に申請する場合、開発する製品・サービスの革新性が審査

項目となっているため、革新性について具体的かつ詳細に記載してください。 

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

４．前記３―１のアクションにおいて必要となる経費(事業実施期間における今回の事業に要する

経費)について、必要性（事業との関係性）や機能・性能、及び期待される効果・有用性を説明し

てください。 

別途、経費明細表に記載する投資内容（購入・開発等）の説明となる内容としてください。 

ただし、３―１のアクションと直接関係の無い経費は含みませんので記載しないでください。 

なお、それぞれの経費について、公募要領を確認し、補助対象経費として対象となるものとならない

もの(申請する経費と申請しない経費)とを明確にしてください。 

機械装置については他との差異を説明するうえで型番まで明らかにしてください。 

３－２．今回の事業／事業の成果の検証方法について説明してください。 

事業実施期間中の具体的アクションを実施した結果、３―１にて掲げた具体的な目標・

KPI(事業実施期間内) が達成されているかを事業の最終段階において検証する具体的方法を

記載してください。 

７．会社全体の事業計画の数値計画(表)の根拠、及び実現の道筋の説明として、今回の事業を実施し

た成果、及び６で記載した付加価値額の増加の効果を踏まえた賃金の引上げ（給与支給総額、一人当

たり給与支給総額、事業所内最低賃金）の計画について、会社全体の事業計画の根拠となるよう具体的

に記載してください。 

なお、給与支給総額、１人あたり給与支給総額、事業所内最低賃金についてはその目標値の高さと実

現可能性が審査項目となっています。 

大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例適用での応募の場合は、提出する「大幅な賃上げ特例

に係る計画書」の内容の要約で結構です。 
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３．申請内容の入力 

3-11 具体的取組 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

１０．グローバル枠の申請にあたり、社内の海外事業の専門人

材、又は海外事業に関する外部専門員と連携し、海外事業に関

する実現可能性調査を実施したその結果を記載してください。 

 

※実現可能性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の

信用調査等、海外事業の実現可能性を判断するための調査をい

います。 

８．地域の資源の活用や地域経済への貢献や、地域の経済成

長への影響（自身が受けている影響・今後受ける影響も含む）、

シナジー効果など、国の政策に合致する取り組みであるかを説明し

てください。 

９．グローバル枠に応募するにあたっての以下の補足事項を具体的に記載してください。 

１．海外展開等の実施体制及び計画 

・海外展開やインバウンド対応への有効性の観点で補足して下さい。 

２．海外事業（インバウンド対応を含む）に係る専門性 

・海外事業に関する業務を自身のみで遂行する場合には、これまでにいつどの国に対し、どのような商品を輸出あるいは

役務の提供をしたかなど、申請者の遂行能力が分かる情報について具体的かつ詳細に説明してください 

・海外展開・新市場開拓等に成功した支援実績等を有する外部専門家等を活用する場合には、当該外部専門家等

がいつどの国に対し、どのような商品の輸出・役務の提供を支援したかなど、外部専門家等の遂行能力が分かる情報に

ついて、具体的かつ詳細に説明してください。 

３．事前の市場調査分析、及びそれを踏まえた製品・サービス開発。 

・海外事業（インバウンド対応を含む）に関する実現可能性調査の実施内容を記載してください。 

・実現可能性調査とは、市場調査や現地規制調査、取引先の信用調査等、海外事業の実現可能性を判断するため

の調査をいいます。 

４．国内の地域経済への寄与 

・将来的な国内での新たな需要や雇用創出を含めて記載してください。 

５．ブランディング・プロモーション等の具体的なマーケティング戦略 

・海外市場開拓(輸出)に関する事業であり、広告宣伝・販売促進費を対象経費に計上する場合に記載してください。 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 17 
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３．申請内容の入力 

3-11 具体的取組 ※<確認> 

「Ａ．申請の入力」の「具体的取組」の入力内容を確認し登録します。 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 18 

「米国の追加関税により大きな影響を受けている」にチ

ェックした場合のみ表示されます。 

グローバル枠の場合のみ表示されます。 
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３．申請内容の入力 

3-12 経費明細表、資金調達内訳 

「Ａ．申請入力」の「経費明細表、資金調達内訳」のうち、経費明細表を入力します。 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

「エラーチェック」で、登録前

にエラーを確認できます。 

「上限額引上げチェック」は、「事業内容」において「【大幅賃上げに係る補

助上限額引上げの特例】を希望する場合」にチェックした場合のみ、表示さ

れます。クリックすると、入力した補助金交付申請額に応じて上限額の引

上げに当てはまるかどうかをチェックします。 

補助率は入力内容によって、 

１/２または２/３が自動で表示されます。 

（公募要領 P.3、4） 

参 考 

（A）のうち、補助対象経費に該当

する金額を入力してください。 

（C）の合計が補助金額の上限を

超えないように調整してください。 

Ａの全ての内訳（名称、単価×数

量）を税込みで記載してください。 

記載にあたっては、必ず、補助対象

経費として申請するもの（Ｂの内

訳）について、それと分かるよう区分

してください。 

 「常時使用する従業員の申告」に入力した応募時点での「従業員数（職員

数）」に応じて申請可能な補助上限金額が変動します。 

※<グローバル枠以外の場合> 
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３．申請内容の入力 

3-12 経費明細表、資金調達内訳 ※<グローバル枠の場合> 

「Ａ．申請入力」の「経費明細表、資金調達内訳」のうち、経費明細表を入力します。 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

補助率は入力内容によって、 

１/２または２/３が自動で表示されます。 

（公募要領 P.3、4） 

参 考 

①海外への直接投資に関する事業を選択した場合、 

機械装置・システム構築費（50 万円以上）のうち、国内

実施場所用の費用をこちらに入力します。 
①海外への直接投資に関する事業を選択した場合、 

補助金交付申請額の外注費のうち、 

海外子会社への外注費をこちらに入力します。 

機械装置・システム構築費以外は補助上限額 1,000

万円ですが、こちらに入力分はそこに算入されません。 

②海外市場開拓（輸出）に関する事業を選択

した場合、海外旅費、通訳・翻訳費、 

広告宣伝・販売促進費が入力可能になります。 

①海外への直接投資に関する事業を選択した場合、

うち海外の事業活動費が入力可能になります。 

補助対象経費は、補助対象経費の合計の 1/2 以上

である必要があります。 
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３．申請内容の入力 

3-12 経費明細表、資金調達内訳 

「Ａ．申請入力」の「経費明細表、資金調達内訳」 うち、資金調達内訳を入力します。 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 一致 

 一致 

 入力内容を確認し、 「登録」をクリック 

手順 19 

資金の調達先は必ず入力してくだ

さい。 

金融機関から借り入れる場合は確

認書の提出が必要です。 
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３．申請内容の入力 

3-12 経費明細表、資金調達内訳 ※<確認> ※<グローバル枠以外の場合> 

「Ａ．申請の入力」の「経費明細表、資金調達内訳」の入力内容を確認し、登録します。 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 20 
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３．申請内容の入力 

3-12 経費明細表、資金調達内訳 ※<確認> ※<グローバル枠の場合> 

「Ａ．申請の入力」の「経費明細表、資金調達内訳」の入力内容を確認し、登録します。 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 20 
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３．申請内容の入力 

3-13 その他加点項目 

「Ａ．申請の入力」の「その他加点項目」を入力します。 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 応募者の概要 1 の「再生事業者である」にチェックしてい

ると、自動的にチェックが入っています。 

 法人のみチェックが可能になります。 
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３．申請内容の入力 

3-13 その他加点項目 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 グローバル枠の場合のみチェックが可能になり

ます。 

１４、１５でチェックした場合、それぞれのリンク

から自身の詳細ページに進み、その URL を入

力してください。 

 入力内容を確認し、 「登録」をクリック 

手順 21 

事業承継／Ｍ＆Ａ加点を申請する場合は、

該当する事業承継形態を選択してください。 

 事業内容の「【最低賃金引上げに係る補助率引上げの

特例】を希望する場合」にチェックしていると、自動的にチェッ

クが入っています。 



44 

３．申請内容の入力 

3-13 その他加点項目 ※<確認> 

「Ａ．申請の入力」の「その他加点項目」の入力内容を確認し登録します。 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 
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３．申請内容の入力 

3-13 その他加点項目 ※<確認> 

 

 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 入力内容を確認し、「登録」をクリック 

手順 22 
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３．申請内容の入力 

3-14 提出書類の添付 

「Ａ．申請の入力」の入力完了後、申請内容に応じて「B.提出書類添付」が可能となります。 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

「Ａ．申請の入力」を登録し終えることで「作成状況」が「作成済」

となり、「Ｂ．提出書類添付」が可能となります。 

 「作成中」をクリックし、 

 提出書類添付へ移動 

手順 23 

 「Ｂ．提出書類添付」に未添付の必須書類がある場合、 

エラーとして表示されます。 
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３．申請内容の入力 

3-15 申請要件、補足資料 

「Ｂ．提出書類添付」の「１．申請要件、補足資料」にて各資料を登録します。 

申請内容に応じて、添付が必要となる資料に「必須」のマークを表示しています。 

※ 登録する資料は、指定様式以外は必ず PDF ファイルとし、所定の場所に登録してください。 

※ 各ファイルのサイズは１０MB 以内としてください。 

（「【参考】電子申請システムに登録（添付）するファイルについて」参照） 

※ ファイル名は公募要領 P.３１～３３を参考に設定してください。ただし、内容がわかる名称であれば、

公募要領どおりでなくても構いません。 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

①ファイルを新規登録する場合 

⇒「ファイルを選択」をクリックし、登録したいファイルを選択のうえ、「登録」

をクリックしてください。登録が完了すると、ボタンの右側に登録したファ

イルの名称が表示されます。 

②ファイルを削除する場合 

⇒「削除」をクリックし、ファイルを削除してください。 

 ※「削除」は、ファイルを新規登録すると表示されます。 

③登録済みファイルの内容を確認する場合 

⇒表示されているファイル名をクリックしてください。 

※ 複数のファイルを一度に登録することはできません。 

ファイルの登録は、1 ファイルずつ行ってください。 

ものづくり補助金総合サイトよりダウンロードした労働者名簿

の参考様式に必要事項を記入し PDF ファイルにして添付す

ることができます。必要な項目が含まれていれば任意の様式

で PDF ファイルにして添付することができます。 
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３．申請内容の入力 

3-15 申請要件、補足資料 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

グローバル枠の場合、海外事業の準備状況を示す

書類を登録してください。 

少なくとも１ファイルは必須です。 

 必要な書類の添付が全て完了したら、 

「申請メインへ戻る」をクリック 

手順 24 

再生事業者として申請している場合は必ず添付して

ください。 

【大幅賃上げに係る補助上限額引上げの特例】を

希望する場合、大幅な賃上げに取り組むための事業

計画を添付してください。 

ものづくり補助金総合サイトよりダウンロードした指定様式

に必要事項を記入して添付してください。 

「経費明細表、資金調達内訳」にて、資金調達内訳

のいずれかの借入金に１円以上入力し、金融機関か

らの借入れを計画している場合、金融機関による確認

書を添付してください。 
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３．申請内容の入力 

3-16 審査における加点を希望する場合に必要な追加書類 

「Ｂ．提出書類添付」の「２．審査における加点を希望する場合に必要な追加書類」にて各資料を登

録します。 

申請内容に応じて、添付が必要となる資料に「必須」のマークを表示しています。 

※ 加点のために登録する資料は、指定様式以外は必ず PDF ファイルとし、所定の場所に登録してくだ

さい。 

※ 各ファイルのサイズは１０MB 以内としてください。 

（「【参考】電子申請システムに登録（添付）するファイルについて」参照） 

※ ファイル名は公募要領 P.３３～３５を参考に設定してください。ただし、内容がわかる名称であれば、

公募要領どおりでなくても構いません。 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

応募締切日時点で認定(承認)が有効であることが

確認できる必要があります。 

ページを抜粋せずに添付してください。 

ものづくり補助金総合サイトよりダウンロードした指定様式

に必要事項を記入して添付してください。 

承認書に計画期間が記載されていない場合は、計

画期間が記載されている経営革新計画書の写しを

添付してください。 
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３．申請内容の入力 

3-16 審査における加点を希望する場合に必要な追加書類 

 

 

  

 申請内容の入力 ② ④ ① 
③ 

 必要な書類の添付が全て完了したら、 

「申請メインへ戻る」をクリック 

手順 25 

「８．その他加点項目」の「１６ 事業承継／Ｍ＆Ａ」

にチェックを入れている場合、選択した事業承継形態に基

づいて、必要なファイルを添付してください。 

ものづくり補助金総合サイトよりダウンロードした指定様式

に必要事項を記入して添付してください。 
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４．申請内容の送信 

4-1 申請の実施 

「Ａ．申請の入力」～「Ｂ．提出書類添付」の全ての入力を終えた後、「C．確認・誓約・申請に進む」

をクリックし、確認・誓約画面に進みます。 

 

  

 申請内容の送信 ② ③ ① 
④ 

各項目を登録し終えることで「作成状況」が「作成済」となります。 

※全ての「作成状況」が「作成済」となった場合に 

「C．確認・誓約・申請に進む」をクリックして、確認・誓約画面に進むことができます。 

 「申請内容」に問題がなければ、

「 C．確認・誓約・申請に進む」を 

クリック 

手順 1 
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４．申請内容の送信 

4-2 申請内容の確認 

前頁の「 C．確認・誓約・申請に進む」をクリックすると、以下の確認画面が表示されるので、内容を確認

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 申請内容の送信 ② ③ ① 
④ 

 間違いがなければ、「OK」をクリック 

手順 2 

「B．提出書類添付」の登録完了後、

「A．申請の入力」の登録内容に変更があ

ると、それにより不要となる添付ファイルが生

じることがあります。 

そうした場合に表示されるものです。本当に

当該ファイルを自動削除してしまって良いか

を確認してください。 

申請枠、補助率、補助金交付申請

額、申請している加点項目(但し上限

６項目)が表示されます。 

 

希望する申請内容と合致しているか最

後に確認してください。 

 間違いがなければ、「OK」をクリック 

手順 3 
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４．申請内容の送信 

4-3 賃金引上げ計画の表明書 

確認画面で「OK」をクリックすると、以下の「賃金引上げ計画の表明書」が表示されるので、表明事項に

同意してください。 

 

 

 

 

  

 申請内容の送信 ② ③ ① 
④ 

「表明事項に同意する」にチェックし、 

「次へ」をクリック 

手順 4 

登録した申請内容に応じて、各値が表示されます。 

良く確認し、誓約してください。 

なお、全ての従業員又は従業員代表者、役員に対して

本誓約内容について表明していることを、交付申請時に

所定の様式で示すことが求められます。 
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４．申請内容の送信 

4-4 補助対象経費の誓約 

賃金引上げ計画の誓約画面で「次へ」をクリックすると、以下の「補助対象経費の誓約」が表示されるの

で、誓約事項に同意してください。 

 

 

 

  

 申請内容の送信 ② ③ ① 
④ 

良く確認し、誓約してください。 

以下を防ぐ内容となっています。 

・目的外使用 

・国費の重複 

「誓約事項に同意する」にチェックし、 

「最終画面へ」をクリック 

手順 4 
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４．申請内容の送信 

4-5 アンケート 

前頁の「最終画面へ」をクリックすると、以下の「アンケート」が表示されるので、ご協力ください。 

入力後、申請を行います。 

 

 

 

 

  

 申請内容の送信 ② ③ ① 
④ 

今後の参考までに、アンケートにご協力ください。 

申請を行うにあたり、「準備に要した時間」、 

「入力に要した時間」を入力してください。 

本申請に際しご意見等ございましたら、 

「自由記載欄」にご記入ください。 

アンケートを入力後、「申請」をクリック 

手順 5 
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４．申請内容の送信 

4-6 申請完了および受付番号の確認 

前頁の「申請」をクリックすると、正式に申請としてものづくり補助金事務局に申請内容が送信され、申請

が「完了」となります。 

 

必ず以下「受付番号」をお手元に保存しておいてください。 

※ 事務局に問合せする際に、非常に重要な番号になります。 

 

 

 

 

  

 申請内容の送信 ② ③ ① 
④ 

 この画面が表示されると、申請が完

了となります。 

ものづくり補助金事務局の中での 

担当地域事務局情報になります。 

参 考 
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５．申請内容の確認 

5-1 申請完了後 

申請完了後、再度ログインを行うことで、申請内容の確認を行うことが可能です。 

 

※ 申請内容を参照モードで確認が可能です。申請内容の変更はできません。 

※ 申請時に添付したファイルのダウンロードが可能です。 

 

 

 

 

 

  

 「申請ステータス」は、[申請済]と表示されます。 

参 考 

 「申請内容 参照」をクリック 
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５．申請内容の確認 

5-2 申請済み内容の返却 

申請完了後、応募締切期限までの間に申請済みの内容を修正する必要が生じた場合は、ものづくり補

助金事務局サポートセンター（０５０－３８２１－７０１３）へ申請済み内容の返却を希望する旨

をお知らせください。事務局より申請案件を返却することで、申請済み内容の修正が可能となります。返却し

た場合、事務局より以下の電子メールを送信します。 

※ 事務局から申請済み内容の修正を依頼する場合もありますが、その場合も同様に電子メールでお知ら

せいたします。 

 

<返却時のメールサンプル> 

 

電子メールを受信後、電子申請システムにログインを行うと申請内容の修正が可能です。 

電子メールに表示された再申請期限までに申請内容を修正し、再度、申請を行ってください。 

 

  

 ここに事務局からのメッセージが表示されます。 

（何も表示されていない場合もあります。） 

参 考 

 「申請ステータス」は、[再申請準備中]と表示されます。 

参 考 

 申請対象の「申請はこちら」をクリック 

応募締切期限までに再申請が完了しなかった場合、いかなる理由があっても、申請自体

がなかったものとなりますので、ご注意ください。 
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６．お問合せ先 

6-1 ものづくり補助金に関するお問合せ 

本補助金の制度、申請内容ついてご不明な点、またはシステムの操作方法についてご不明な点がござい

ましたら、下記サポートセンターまでお問合せください。 

 

 

ものづくり補助金事務局サポートセンター 
０５０－３８２１－７０１３ 

※ 受付時間：１０：００～１７：００ 月曜～金曜 

（土、日、祝日を除きます） 
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【参考】 電子申請システムに登録（添付）するファイルについて 

 

 

 

 

＜PDF ファイルの作成手順＞Word・Excel・PowerPoint 共通 

１．PDF 化したいファイルを開きます。 

２．「ファイル」のタブをクリックします。 

３．「名前を付けて保存」を選択します。 

４．保存先のフォルダ等を選択します。 

５．ファイル名を指定し、ファイルの種類から「PDF」を選択します。（下図は Word の場合） 

６．保存ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 添付ファイルは、ものづくり補助金総合サイトよりダウンロードした指定様式以外は PDF
ファイルのみアップロードできます。 PDF ファイル以外のファイルについてはアップロードでき
ません。  

 このマークをクリック 

  Word・Excel・PowerPoint のファイルを添付する場合には、上記の手順に従い 

 PDF ファイルに変換後、該当ファイルを添付してください。 


